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※現時点における考え方を示すものであり、今後内容に変更等を生じる場合があります。 
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【0団体・財源】 

Ｑ1 法人格はないが、申請はできるか。                

Ａ1 法人格のない任意団体等であっても申請することは可能です。 

 

Ｑ2 事業実施期間中に事業主体を変更することは可能か。                

Ａ2 認められません。ただし、合併等やむを得ない事情がある場合には、 

事前にご相談ください。 

 

Ｑ3 法人格の取得手続き中だが、申請することは可能か。                

Ａ3 申請することは妨げませんが、採択日よりも前に法人登記が完了する 

ことが条件となります。 

 

Ｑ4 他の補助金と併用して補助を受けることは可能か。             

Ａ4 民間団体からの助成金との併用は妨げませんが、福島県や国が実施し 

ている他の補助金と併用して補助を受けることはできません。 

 また、他の地方自治体や民間団体等の補助制度において併用不可とさ

れている場合は、どちらかを選択してください。 

なお、概算払後又は精算払後に福島県や国の補助金を併用しているこ

とが発覚した場合には、既交付額の返還が必要となりますので十分にご

注意ください。 
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Ｑ５ １団体１事業といった制限はあるのか。              

Ａ５ １団体からの応募事業数に制限は設けませんが、県の予算額の範囲で

補助事業を採択するようになります。 

 

Ｑ6 過去に当該補助金を活用したことがあるが、申請は可能か。     

Ａ6 可能です。ただし、実施要領の「６補助対象者の選定」のとおり、過去

に採択された事業については、事業実施による効果や成果を評価し、そ

の結果を踏まえて事業の見直しが図られているか審査の対象となりま

す。 

 

【補助対象経費】 

Q7 人件費は対象となるか。 

A7 人件費（給与、賞与、各種手当、社会保険料等）は対象となりません。 

なお、報償費（講演会の講師やイベント開催時の託児スタッフ、アルバ 

イトなどへの謝礼金等）については、補助対象経費となります。 

ただし、所属する団体から給与、賞与、各種手当等の支給を受けてい

る役員やスタッフへの報償費については、対象とはなりません。 
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Ｑ8 経理事務や報告書作成などのアルバイトへの謝礼金は対象となるか。            

Ａ8 対象となりません。 

報償費については、相談事業や講演会、イベント等の実施に必要な最

小限のものを対象とし、団体の運営に関わるような業務を行うアルバイ

トへの謝礼金は対象となりません。 

 

Ｑ9 交付決定前に実施した経費は対象となるか。            

Ａ9 交付決定前の事前着手は認められません。 

なお、交付決定前に、見積徴取などの準備行為を行うことは認められ

ますが、納品・請求・支払いが交付決定後となるように注意してくださ

い。 

 

Ｑ10 申請時の事業費に変更が生じたが手続きは必要か。                    

Ａ10 予算の範囲内で軽微な変更（事業の内容に影響を及ぼさないと認めら

れる範囲）を行う場合には、変更承認の手続きは不要です。 

ただし、補助対象経費が増額または２０％以上減額する場合は、変更 

承認申請が必要となります。 

軽微な変更に該当するかどうかは、こども・青少年政策課において判

断しますので、事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に相談してく

ださい。 
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Ｑ11 ＰＣや車両を購入する経費は対象となるか。                    

Ａ11 対象となりません。 

ただし、必要最小限の数量・期間のレンタルまたはリースについては、

その必要性を確認した上で例外的に認める場合がありますので、企画提

案書に使用目的や必要性を明記するとともに、見積書等を提出してくだ

さい。 

 

Ｑ12 高額な消耗品を購入する経費も対象となるか。            

Ａ12 単価が税込５万円を超える消耗品費については、その必要性を確認 

した上で補助対象とするかを判断しますので、企画提案書にその用途 

を明記するとともに、金額の根拠となる書類（見積書等）を提出してく 

ださい。 

 

Ｑ13 燃料費は対象となるか。                   

Ａ13 補助事業を実施する上で必要な経費と県が判断した場合に対象とな

ります。対象となる金額を算出するに当たっては、別紙参考様式（走行

距離表）により、補助事業の用務のために走行した距離の割合を算出し、

この割合に領収書の合計金額を乗じて算出してください。 
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Q14 食糧費（弁当代、茶菓子代、飲み物代等）は対象となるか。 

A14 対象となりません。 

 

Ｑ15 こども食堂を開設する事業は対象となるか。         

Ａ15 こどもの居場所づくり支援事業において、こども食堂等のこどもの居

場所の新規開設支援を行っております。 

【問合せ先】福島県こども・青少年政策課 

      こどもの居場所づくり支援事業補助金担当 024-521-7187 

 

Ｑ16 光熱水費は対象となるか。                    

Ａ16 対象となりません。 

 

Ｑ17 施設や設備等を修繕・改修する経費は対象となるか。        

Ａ17 税込10万円を超える修繕・改修経費については、対象となりません。 

ただし、税込10万円以内の軽微な修繕・改修経費については、その 

必要性を確認した上で例外的に認める場合がありますので、企画提案 

書に修繕・改修の目的や必要性を明記するとともに、見積書等を提出し 

てください。 
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Ｑ18 団体の事務所として借りている住居を改修する場合は対象となるか。 

Ａ18 団体の事務所や団体の役員やスタッフの住居を事業で使用する場合

など、補助事業以外の用途で使用している物件の改修、修繕に係る費用

は補助対象とはなりません。 

 

Ｑ19 銀行の振込手数料は対象となるか。                    

Ａ19 対象となりません。 

 

Ｑ20 携帯電話やWi-fiの通信費は対象となるか。                    

Ａ20 原則として対象となりません。 

   ただし、補助事業のみに使用することが明らかである場合には、例外

的に認める場合がありますので、予めご相談ください。 

 

Ｑ21 傷害保険等の保険料は補助対象となるか。             

Ａ21 補助事業を実施する上で必要な経費と県が判断した場合に対象とな

ります。契約期間、補償内容等は必要最小限のものとしてください。 

なお、やむを得ず、年払いとした保険料を支払った場合、現金主義の

例外として、補助事業実施期間を越えるものについては、期間に応じた

割合で按分するものとします。 
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Ｑ22 ホームページの開設経費は対象となるか。            

Ａ22 団体のホームページの開設経費は補助対象となりません。 

ただし、補助事業に特化したページを追加するための経費、補助事業 

を紹介するランディングページを制作する経費等については、例外的に 

補助対象とします。 

 

Ｑ23 交付決定前に委託契約を締結することは可能か。            

Ａ23 交付決定前の事前着手は認められません。なお、交付決定前に、見積 

徴取や入札などの準備行為を行うことは認められますが、契約が交付決

定後となるように注意してください。 

 

Ｑ24 団体スタッフとの間で委託契約等を結ぶことは可能か。            

Ａ24 認められません。 

 

Q25 事務所等の家賃は補助対象となるか。               

A25 対象となりません。 

 

【その他】 

Ｑ26 事業期間はいつまでか。                     

Ａ26 交付決定のあった日から令和7年２月２8日までの間とします。 
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Ｑ27 申請すれば必ず採択されるのか。                 

Ａ27 予算の範囲内において、審査・選定する事になりますので、必ず採択 

されるとは限りません。提出された企画提案書等を実施要領６（２）の 

審査基準に基づき選定を行います。 

 

Ｑ28 収支予算書には全ての収入・支出の記載が必要か。            

Ａ28 寄付金等の収入については、補助対象経費に充当されるもののみ記載 

してください。 

また、支出についても補助対象経費のみを記載してください。 

なお、収入額と支出額の計は同額となります。 

 

Ｑ29 近所の友人達だけが参加できる活動を事業として申請しても良いか。                    

Ａ29 参加者を特定の地域に限定している事業、募集人数が著しく少ない事

業、比較的高額な参加者負担金を徴収する事業等については、事業の公

益性が低いものと判断します。 

 

Ｑ30 自己資金が少ないため、補助金を前払いしてもらうことは可能か？                    

Ａ30 必要があると認められる場合に限り、概算払を行うことができます。 

   採択時に個別に御相談ください。 
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Ｑ31 任意団体の代表個人の通帳で事業資金を管理しても良いか。                

Ａ31 認められません。原則として、任意団体の場合であっても、団体名義

の通帳を作成していただき、団体名義の通帳での資金管理（引き落とし、

振り込み等）をお願いします。 

 

Ｑ32 実績報告時に必要な、その他参考となる書類とはどのようなものか。                    

Ａ32 県の指定様式の他に、領収書や契約書の写し、事業の実施状況が分か

る写真等が必要となりますので、破棄せずに保管してください。 

   銀行の振込受付書や通帳の写し単体では、契約相手方との金銭授受の

証明とはなりませんので、ご注意ください。 

また、支出金額について、別紙参考様式（領収書整理表）を活用する

など、一覧表にまとめて整理してくださいますようお願いします。 

   なお、領収書等により支払の事実が確認できない場合や申請時の事業 

計画とは関係のない経費に支出していた場合には、補助金交付額を減額 

する場合があります。 

   別紙事業完了時の提出書類一覧をご確認いただき、資料を提出してく

ださい。 
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その他参考となる書類（交付要綱第9条第１項第４号）の例 

区分 その他参考となる書類 

報償費 領収書の写し、労働条件通知書の写し（アルバイトの場合） 

旅費 領収書の写し、旅費規程の写し（実費精算でない場合） 

消耗品費 領収書及び明細の写し 

印刷製本費 領収書の写し、成果品の写し 

通信運搬費 領収書の写し 

委託料 契約書の写し、領収書の写し 

使用料及び賃借料 領収書の写し、契約書の写し（賃貸借契約の場合のみ） 

※この他にも、事業の実施状況が分かる写真など、必要に応じて書類の提出をお願い 

する場合がありますので御了承ください。 

 

【問合せ先】 

 福島県こども・青少年政策課 

 地域で支える子育て推進事業補助金担当 024-521-7198 


